
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
十
三
号

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
上
の
災
害
に
対
す
る
補
償
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
補
償
義
務
）

第
二
条
　
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
設
置
す
る
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
第
五
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
）
の
非
常
勤
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医

及
び
学
校
薬
剤
師
（
以
下
「
学
校
医
等
」
と
い
う
。
）
の
公
務
上
の
災
害
（
負
傷
、
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
償
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
償
の
種
類
）

第
三
条
　
こ
の
法
律
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
行
う
学
校
医
等
の
公
務
上
の
災
害
に
対
す
る
補
償
（
以
下
「
補
償
」
と
い
う
。
）
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
療
養
補
償
（
学
校
医
等
が
公
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
療
養
の
実
施
又
は
必
要
な
療
養
の
費
用
の
支
給
）

二
　
休
業
補
償
（
次
号
に
掲
げ
る
傷
病
補
償
を
行
う
場
合
を
除
き
、
学
校
医
等
が
公
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
療
養
の
た
め
勤
務
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
給
与
そ
の
他
の
業
務

上
の
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
行
う
補
償
）

三
　
傷
病
補
償
（
学
校
医
等
が
公
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
治
つ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
存
す
る
障
害
に
対
す
る
補
償
）

四
　
障
害
補
償
（
学
校
医
等
が
公
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
治
つ
た
場
合
に
お
い
て
な
お
存
す
る
障
害
に
対
す
る
補
償
）

五
　
介
護
補
償
（
学
校
医
等
が
傷
病
補
償
又
は
障
害
補
償
の
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
よ
り
必
要
な
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
補
償
）

六
　
遺
族
補
償
（
学
校
医
等
が
公
務
上
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
遺
族
に
対
す
る
補
償
）

七
　
葬
祭
補
償
（
学
校
医
等
が
公
務
上
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
葬
祭
を
行
う
者
に
対
す
る
補
償
）

（
補
償
の
範
囲
、
金
額
、
支
給
方
法
等
）

第
四
条
　
前
条
各
号
の
補
償
の
範
囲
、
金
額
及
び
支
給
方
法
そ
の
他
補
償
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
地
方
公
共
団
体
の
条
例
で
定
め
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
基
準
を
定
め
る
場
合
に
は
、
政
府
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
規
定
を
参
し
や
く
す
る
と
と
も
に
、
前
条
各
号
の
補
償
が
、
同
一
の
学
歴
及
び
医
師
、

歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
と
し
て
の
経
験
年
数
を
有
す
る
常
勤
の
国
家
公
務
員
で
職
務
上
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
と
し
て
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
公
務
上
の
災
害
に
対
し
同
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
同
種
の
補
償
と
、
お
お
む
ね

同
程
度
の
も
の
と
な
る
よ
う
に
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
）

第
五
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
公
務
上
の
災
害
の
認
定
、
療
養
の
方
法
、
補
償
金
額
の
決
定
そ
の
他
補
償
の
実
施
に
関
し
て
異
議
の
あ
る
者
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
に
対
し
、
人
事
委
員
会
規
則
又
は

公
平
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
審
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
審
査
し
て
裁
定
を
行
い
、
こ
れ
を
本
人
及
び
当
該
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の

学
校
医
等
に
係
る
裁
定
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
請
求
は
、
時
効
の
完
成
猶
予
及
び
更
新
に
関
し
て
は
、
裁
判
上
の
請
求
と
み
な
す
。

（
損
害
賠
償
の
免
責
）

第
六
条
　
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
補
償
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
、
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
又
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年

法
律
第
八
十
九
号
）
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
を
免
か
れ
る
。

（
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
）

第
七
条
　
地
方
公
共
団
体
は
、
補
償
の
原
因
で
あ
る
災
害
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
こ
の
法
律
に
よ
る
補
償
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
補
償
を
受
け
た
者
が
第
三

者
に
対
し
て
有
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
権
を
取
得
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
が
当
該
第
三
者
か
ら
同
一
の
事
由
に
つ
き
損
害
賠
償
を
受
け
た
と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
補
償
の
責
を

免
か
れ
る
。

（
補
償
を
受
け
る
権
利
）

第
八
条
　
学
校
医
等
が
離
職
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
法
律
に
よ
る
補
償
を
受
け
る
権
利
は
、
影
響
を
受
け
な
い
。

２
　
こ
の
法
律
に
よ
る
補
償
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
時
効
）

第
九
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
補
償
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
二
年
間
（
障
害
補
償
及
び
遺
族
補
償
に
つ
い
て
は
、
五
年
間
）
行
使
し
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
。

（
非
課
税
等
）

第
十
条
　
こ
の
法
律
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
金
品
を
標
準
と
し
て
、
租
税
そ
の
他
の
公
課
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
無
料
証
明
）

第
十
一
条
　
教
育
委
員
会
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
校
医
等
に
係
る
補
償
に
あ
つ
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
）
又
は
こ
の
法
律
に
よ
る
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
校
医
等
の
戸
籍
に
関
し
て
、
戸
籍
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
者
又
は
そ
の
代
理
者
に
対
し
て
無
料
で
証
明
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
箇
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
四
月
二
六
日
法
律
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
箇
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
五
月
三
一
日
法
律
第
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
八
月
一
七
日
法
律
第
一
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
四
二
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
五
月
一
八
日
法
律
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
七
月
一
六
日
法
律
第
六
六
号
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
九
日
法
律
第
四
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
法
律
第
一
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
五
月
二
八
日
法
律
第
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
法
律
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
う
ち
地
方
財
政
法
第
十
条
の
改
正
規
定
中
第
一
号
の
四
を
削
り
、
第
一
号
の
三
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
二
を
第
二
号
と
す
る
部
分
並
び
に
附
則
第
十
五

条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
公
務
災
害
補
償
及
び
同

日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
公
務
災
害
補
償
で
同
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
そ
の
他
の
公
務
災
害
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
二
五
日
法
律
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
九
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
二
二
日
法
律
第
六
七
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
十
五
条
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
二
日
法
律
第
四
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
民
法
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
三
条
の
二
、
第
百
三
条
の
三
、
第
二
百
六
十
七
条
の
二
、
第
二
百
六
十
七
条
の
三
及
び
第
三
百
六
十
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
五
日
法
律
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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